
鎌倉市広報所管課ホームページ広告枠賃貸借契約書 

       

鎌倉市（以下「発注者」という。）と□□□□（以下「受注者」という。）とは、

鎌倉市広報所管課ホームページの広告枠の賃貸借について、次のとおり契約を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 発注者は、鎌倉市広報所管課ホームページ（以下「市ホームページ」と

いう。）の広告枠（以下「広告枠」という。）を受注者に貸し付け、受注者は

賃借料を支払う。 

 

（業務内容） 

第２条 業務内容の詳細は、本契約書添付の仕様書に定めるとおりとする。 

 

（契約金額） 

第３条 契約金額は、××××××円（うち消費税額及び地方消費税額××××

円）とする。 

 

（契約期間） 

第４条 本契約の期間は、契約締結日から令和９年（2027年）３月 31日までと

する。 

 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は、鎌倉市契約規則（昭和 39 年６月規則第 20号）第５条

第３号の規定により免除する。 

 

（履行場所） 

第６条 業務の履行は、△△△△（××県●●市◎◎町□丁目□番□号）におい

て行うものとする。 

 

（着手期限） 

第７条 受注者は、契約締結日から７日以内に業務に着手しなければならない。 

 

（著作権の帰属等） 

第８条 本契約による成果物に係る著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）

第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）は、受注者に帰属する。 



（契約金の支払） 

第９条 受注者は、毎月末日までに１箇月分の賃借料を発注者に支払うものと

する。ただし、４月分は４月１日以降速やかに支払うものとする。 

２ 支払いは、発注者が指定する銀行口座へ振り込みによって行い、このときの

手数料は、受注者が負担する。  

 

（契約金の返還） 

第 10条 発注者は、受注者の責に帰さない理由により、広告の掲載期間におい

て当該広告を掲載しなかったときは、その日数に応じて、第３条の規定により

定めた契約金額に基づき、日割り計算により算出した金額（１円未満は切り捨

てとする。）を返還する。ただし、当該期間が一月につき一日以下の場合は返

還しない。また、24時間未満は切り捨てとして日数を計算するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者が広告を掲載しなかった理由が、機器等の

保守又は工事、天変地異その他の非常事態又は発注者の都合により市ホーム

ページの公開を一時停止したことによる場合は、発注者は受注者に賃借料の

返還を行わない。また、天変地異、その他の非常事態等発注者の責に帰さない

事由により掲載が行えなかった場合も、発注者は受注者に賃借料の返還を行

わない。 

３ 前２項の規定により還付する賃借料には、利子を付さない。 

 

（法令遵守等） 

第 11条 受注者は、業務の履行における社会的責任を自覚し、誠実にこれを実

施するとともに、法令及び鎌倉市契約規則（昭和 39年６月規則第 20号。以下

これらを「法令等」という。）を遵守しなければならない。 

２ 発注者は、受注者の業務の履行に係る法令等の遵守の状況について確認す

るため、必要な報告を求めることができる。 

３ 受注者は、前項の規定による報告を求められたときは、発注者に対し当該報

告を行わなければならない。 

 

（監督、検査等） 

第 12条 発注者は、受注者の業務の履行状況について、随時に検査し、若しく

は受注者から必要な報告を求め、又は業務を監督し、受注者に必要な指示を与

えることができる。 

 

（履行遅滞の損害金等） 

第 13条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者に遅滞日数１日に



つき契約金額に本契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和 24年法律第 256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が銀行

の一般貸付利率を勘案して決定する率（以下「支払遅延防止法の率」という。）

を乗じて得た額の損害金の支払いを請求し、受注者はこれを支払わなければ

ならない。 

(1) 受注者の責めに帰する事由により、発注者が指定する期日までに受注者

が業務を開始しなかったとき。 

(2) 受注者の責めに帰する事由により、契約期間内に業務が完了しなかった

とき。 

 

（危険負担） 

第 14条 業務において使用する機材等について生じた損害その他業務の履行に

関して生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、当該損害のうち、

発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担す

る。 

 

（契約不適合責任） 

第 15条 発注者は、業務完了した目的物が種類、品質又は数量に関して契約の

内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者

に対し、当該目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行

の追完を求めることができる。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、

その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて

契約金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、催告をすることなく、直ちに契約金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 業務完了した目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又

は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない

場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても

履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 第１項の場合において、発注者が契約不適合（数量に関する契約不適合を除

く。）を知った時から１年以内に、受注者に通知しないときは、発注者は前２

項の請求をすることができない。ただし、業務完了した目的物を発注者に引き

渡したときにおいて、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らな



かったときは、この限りでない。 

 

 

（一括再委託の禁止等） 

第 16条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、

あらかじめ、その理由を示した書面により発注者の承認を得なければならな

い。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金

の 10分の１に相当する額を違約金として納付することを請求することがで

きる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠

償請求することを妨げない。 

(1) 業務完了した目的物に契約不適合があるとき。 

(2) 第19条、第20条又は第23条の規定により本契約が解除されたとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は

債務の履行が不能であるとき。 

２ 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第３号に該当する場

合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平

成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法

（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法

（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項に定める場合（前項の規定により第１項第３号に該当する場合とみ

なされる場合を除く。）が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の

責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項の規定は

適用しない。 

４ 受注者は第１項の違約金又は損害賠償金を支払う場合には、本契約の契約

締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項に基づ

き財務大臣が定める割合による利息を付して支払わなければならない。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 



第 18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに

よって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定め

る場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第21条又は第22条の規定により本契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債

務の履行が不能であるとき。 

 

（発注者の催告による解除権） 

第 19条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定

めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除するこ

とができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契

約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 受注者が正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手

しないとき。 

(2) 受注者が契約期間内に業務を完了しないとき又は契約期間経過後相当の

期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

(3) 受注者が正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第 20条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知又は

催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。 

(1) 受注者が本契約の業務を完了させることができないことが明らかである

とき。 

(2) 受注者が受注者としての資格がない者であることが明らかとなったとき

又は資格がない者となったとき。 

(3) 受注者が所在不明となったとき。 

(4) 入札に関して談合その他不正の行為があったとき。 

(5) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の 一

部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分の

みでは契約をした目的を達することができないとき。 

(7) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受

注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(8) 受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をし



た目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである

とき。 

(9) 第21条又は第22条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。 

(10) 前各号に掲げる場合のほか、受注者、その代理人又は使用人が法令等又

は本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができない

と認められるとき。 

 

（受注者の催告による解除権） 

第 21条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することが

できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取

引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 

（受注者の催告によらない解除権） 

第 22条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除する

ことができる。 

(1) 発注者の指示により仕様書を変更したため契約金額が原契約の３分の  

２以上減少したとき。 

(2) 発注者の指示により契約期間が原契約の２分の１以上短縮したとき。 

 

（暴力団等排除に係る解除） 

第 23条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当すると認めるときは、本契約

を解除することができる。この場合において、解除により受注者に生じた損害

については、発注者はその賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 受注者が個人である場合には、その者が、鎌倉市暴力団排除条例(平成 23

年 10 月鎌倉市条例第 11 号。）第２条第４号に定める暴力団員等（以下「暴

力団員等」という。）と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)

が、同条第２号に定める暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第５号

に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。 

(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年 12 月神奈川県条例第 75

号）第 23条第１項又は第２項に違反したと認められたとき。 

(3) 受注者及び役員等（受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人等

である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは



営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、

暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。 

(4) 受注者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、

その相手方が第１号から第３号までのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(5) 受注者が、第１号から第３号までのいずれかに該当する者を下請契約又

は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第４号

に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求

め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第 24条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介

入（妨害（不法な行為等で、契約履行の障害となるものをいう。）又は不当要

求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにも

かかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に

正当なものと認められないものをいう。）などをいう。以下この条において同

じ。）を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通

報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれが

ある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 受注者は､暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合

は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察

署に提出しなければならない。 

 

（協議の申出） 

第 25条 受注者は、本契約について発注者と協議する必要があるときは、協議

する内容、理由等を示した書面により発注者に申し出るものとする。 

 

（契約内容の変更） 

第 26条 発注者及び受注者は、契約金額、契約期間、仕様書等本契約の内容を

変更する必要があるときは、双方協議のうえ変更契約書を締結するものとす

る。 

 

（業務に関する情報等の保護） 

第 27条 受注者は、業務の内容、業務に関して知り得た個人情報等については

慎重に取扱うとともに、他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除



された後においてもまた同様とする。 

 

 

（協議事項） 

第 28条 本契約に定めのない事項又は発注者と受注者との間に生じた紛争若し

くは疑義については、鎌倉市契約規則に定めるもののほか、発注者と受注者と

が協議して定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 29条 本契約に関する争いについては横浜地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

 

本契約を証するため本書を電磁的に作成し、発注者及び受注者が合意を証す

る電磁的措置を執った上、双方保管するものとする。もしくは、本契約の証とし

て本書２通を作成し、発注者及び受注者が双方記名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

 

 

令和８年（2026年）  月  日 

 

         発注者    神奈川県鎌倉市御成町 18番 10号  

                鎌 倉 市 

市 長   松 尾  崇         □印 

 

受注者   （ 住       所 ）  

               （ 法 人 等 名 ） 

      （  代表者職氏名 ）             ㊞

 


